
◎鹿屋市では、下記の場所に生ごみバケツの設置をしています。燃やせるごみの減量

を図るため、最寄りの回収所を利用しましょう。 

・燃やせるごみから生ごみが無くなるので、燃やせるゴミの嫌な臭いが少なくなる。 

・週３回、回収日があるので、夏場でも嫌な臭いがする前に出せる。 

・生ごみバケツに入れて良いものは、野菜のくず、果物の皮、魚の骨、卵の殻、食べ殘し等の生ごみのみ。 

・袋類、ラップ、しょうゆの袋、バラン、大きな（猪などの）骨等は取り除く。 

・しっかり水切りをしてから出す。 

No 設置場所 No 設置場所

1 はらいがわふれあいセンター 13 吾平総合支所

2 大姶良出張所 14 輝北総合支所

3 農業研修センター 15 平南地区公民館

4 鹿屋市資源センター 16 高尾地区公民館

5 花岡食品加工センター 17 百引地区公民館

6 大姶良食品加工実習センター 18 市成地区公民館

7 萩塚町集落センター 19 東地区学習センター

8 旭原公民館 20 西原地区学習センター

9 郷之原公民館 21 花岡出張所(花岡地区公民館)

10 串良総合支所 22 田崎地区学習センター

11 細山田分館 23 高須出張所(高須地区学習センター)

12 串良農村環境改善センター 24 高隈出張所(高隈地区交流促進センター)
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裏面もご覧ください。 

例年、環境省は「ごみゼロ」にちなんだ 5 月３０日から「環境の日」の 6 月５
日までの一週間は、「ごみ減量・リサイクル推進週間」と定めています。 

家庭から出るごみを正しく分別して出すことで、ごみを減らすだけでなく、資源 
として適切にリサイクルすることができます。この機会に、限りある資源を有効
活用し、循環型社会を目指しましょう。 

 

５月 30 日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）は 

ごみ減量・リサイクル推進週間です。 

※市役所１階市民ホールで“パネル展”を開催します（5/３０～6/５） 

発 行：鹿屋市衛生自治団体連合会 
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衛自連 

生ごみバケツを利用しましょう（拠点回収） 

生ごみバケツを利用するメリット 

利用上の注意点 



一人一人が日常生活を少し工夫することが、資源の節約や二酸化炭素の削減につながります。 

この環境月間を機会に、環境について考えて、環境にやさしい暮らしをはじめましょう。 

使わない家電の電源は 
抜きましょう 

近場には、徒歩や自転車を 
使いましょう 

マイバッグやマイボトルを 
使いましょう 

資源物をきちんと分別 
しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 犬  を  飼  っ  た 
 ら 

登録すること 1 

登録をすると鑑札が交付されます。 

犬に狂犬病予防注射を受けさせること ２ 

室内犬、体格の大小に関係なく、毎年１回動物病院等で 

鑑札と注射済票を犬につけること 
３ 

くなります。 

生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に市役所 
にて飼い犬の登録が必要です。 

愛犬が狂犬病にかかることを予防し、人への感染も防ぐ 
ことができます。 

狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければ 

誰が見ても登録と注射を受けた犬だとわかるようにしな 
ければなりません。 
行方不明になった時にも飼い主の元に帰れる可能性が高 

なりません。 

６月は「環境月間」です 

冷蔵庫にものを詰め込み 
過ぎないようにしましょう 

エアコンの設定温度は 
28 度を目安にしましょう 


